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Abstract: It is imperative for a local municipality to offer information on AED set up in public 

or commercial facilities. Fire department of Aira City, Kagoshima Prefecture, built a system to 

provide information on locations of AED in an effort to promote the use of AED by citizens 

using “Denshi-Kokudo Web System”. We conduct a report on the building of this system as 

well as referring to the possibilities of the usage of the system. 
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1. 研究の背景と目的 

厚生労働省は,2004 年 7 月の通達で非医療従事者

の AED（自動体外式除細動器）使用を認めた．その

後，2008 年末に AED 国内設置台数は 20 万台に達し，

そのうち PDA（市民による除細動）による AED の

設置は 15 万台に達した（近藤ほか,2009）．一方，

AED を効果的に活用する試みとして，一部の自治体

では公共及び民間の施設における AED の設置情報

を市民に周知するため，インターネットや携帯電話

を利用した AED 設置情報提供サービスが始まって

いる．田中（2009）は，携帯電話による AED マッ

プを，「緊急時に市民が携帯電話を利用して AED

を探し出し，救命率の向上に寄与するツールである」

と示唆している．AED を普及させると同時に，AED

の設置情報を市民に伝える AED マップの整備は，

自治体にとって急務ともいえる． 

鹿児島県姶良市消防本部 1)では，地域住民に対し

人命救助の思想を普及させるとともに，心肺停止者

の救命率向上を図る，という趣旨のもと，2008 年 12

月に「AED 普及推進計画」を定めた．この計画では

AED の必要性や有効性を啓発するとともに，AED

の効果的活用を図る目的で，産官学の連携による

AED 設置情報提供システム「あいら AED マップ」

の構築に着手した．本稿では同システムの構築事例

を報告するとともに，AED 電子マップの活用法の可

能性について報告する． 

 

2. AED マップの構築 

2.1 研究組織 

本研究では，姶良市消防本部と鹿児島建設専門学

校が主体となり AED 設置情報提供の構築の立案を

行い， NPO 法人かごしま GIS・GPS 技術研究所と

新日本技術コンサルタントがシステム構築を担った． 

 

2.2 AED 設置調査 

 2008 年 12 月当時，姶良市消防本部では市内に設

置されている AED の実態について，設置事業者名

鶴成悦久 〒899-5431 鹿児島県姶良市西餅田 3554-4 

 鹿児島建設専門学校 

 Phone: 0995-65-4391 

 E-mail: turu@ksokusen.ed.jp 



や設置台数などの，一部の情報を把握していた．だ

が，システム構築に伴い，正確な AED 設置状況を

把握する必要が生じた．そこで，本研究では姶良市

内における AED の設置状況を以下の手順で調査し

た． 

調査は，2009 年 1 月から 3 月に実施した．まず，

姶良市内の公共・民間事業所 451 件を対象に電話に

よる聞き取り調査を行った．その結果 71 の事業所に

AED が設置されていることが判明した．その後，こ

れらの事業所に調査票を送付した．調査票は AED

の設置状況の詳細を把握する目的で大きく 3 項目

（AED 設置管理者，緊急時における AED の施設内

外での利用の可能性，AED に関する詳細情報）から

構成される（表 1 参照）．2009 年 4 月開始の AED

設置事業所からの設置登録では，市消防本部のホー

ムページから調査票をダウンロードし，必要事項を

記入した後，市消防本部へ FAX かメールにて登録す

る方法をとった． 

 
 

3. AED 設置情報提供システムの開発 

3.1 システムの構成 

AED 設置情報提供システム「あいら AED マップ」

では，市消防本部に届けられた AED 設置情報をデ

ータベースサーバで登録・修正・管理し，それらの

データを，Web サーバによって WebGIS や携帯電話

で情報提供する．システムの概要を図 1 に示す．な

お，システムは鹿児島建設専門学校が運営する「姶

良いんふぉマップ」の Web サーバ及びデータベース

を利用した． 

 
 

3.2 AED 設置情報の管理 

AED 設置情報の管理はデータベースサーバを用

いて，インターネットから操作管理が行える「AED

管理ページ」（図 2 参照）を開発した．管理ページ

では，設置事業所から提供される調査票をもとに，

市消防本部担当職員が設置登録や情報の更新などを

操作できる仕組みになっている．また，緊急時や

AED 機器の不具合など，管理情報をいち早く把握し

やすいよう，機器のメーカーや型番，設置時期など

を検索できる機能と，施設毎を帳票形式で表示でき

る機能を備えた． 

 

3.3 AED 設置情報の提供 

 AED 設置情報の提供では，国土地理院の電子国土

Web システムを採用し，図 3 に示す WebGIS を開発

した．電子国土 Web システムではクライアントがプ

ラグインソフトのインストールを必要とする

Version1 と，プラグインを必要としない Version2 の

2 種類の機能が備えられていた．前者は，同システ

ムの全機能を利用できるが，プラグインをインスト

ールする必要があるため，セキュリティの関係で閲

覧できない場合がある．後者は，同システムの一部

機能が実行できないものの，クライアントにプラグ

インをインストールする必要がなく，誰でも閲覧す

ることができる．WebGIS の構築にあたって，

Version1 と Version2 のどちらを用いても同じの画面

表示になるよう設定し，Version を切り替えることが

できる機能を持たせた．Version1 では同システムの

図 1.システムの構成図 
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表 1.調査票の記入項目 

分 類 目 的 項目名 

担当者情報 管理担当者

の把握 記入日，氏名，管理担当課 

公開情報 市民への設

置情報提供 

情報公開の可否，写真掲載の可

否，施設名称，住所，電話番号，

使用可能曜日時，施設外使用の

有無，設置個所の名称，階数，

パットの種類 

製品情報 設置状況の

把握 

設置時期，メーカー，機種名，

製造型式，主玄関から設置個所

までの徒歩による移動時間 



API 機能を実行できる機能をマップに実装し，

Version2 では閲覧に際して最低限の機能を実行でき

るよう設定した．AED 設置情報の表示では，クライ

アントの選択により，GoogleMaps の衛星画像を背景

地図にして，設置施設の位置をより具体的に表示さ

せる機能を持たせた． 

 

3.4 携帯電話による AED 設置情報の提供 

 市民が緊急時や事前確認のために AED の設置場

所を検索することを想定し，携帯電話を用いた設置

情報の検索システムを開発した．携帯電話による

AED 設置情報検索の流れを図 4 に示す．このシステ

ムでは，携帯電話による GPS 位置情報取得機能によ

り現在地の経緯度を取得し，現在地から 1km 圏内に

おける AED の設置個所を最大で 5 件表示させる機

能を備えている．また，検索結果では現在地から

AED の設置されている施設やそこまでの距離を瞬

時に把握できるように，直線距離（km），徒歩によ

る移動時間（分），施設名の順で表示される．次に，

表示した項目を選択すると，詳細な AED の設置情

報が表示され，設置場所の位置が地図上で表示され

る機能を持たせた．だが，現在地から目的地までの

ルートを案内する機能は備えていない．今後，シス

テム機能を改良する際の課題としたい． 

 

3.5 協力事業所票の発行 

上記の Web システムで，登録時に AED の設置情

報を公開することに同意した事業所に対して，市消

図 3.AED 設置情報提供画面（WebGIS）

図 2.AED 管理ページの画面 図 4.携帯電話による AED 設置情報検索の流れ
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防本部から「あいら AED マップ協力事業所票」を

発行する仕組みを定めた．この票は， Web システ

ムのアドレスが記されているとともに，設置事業所

が地域の安全安心活動に貢献していることを証明す

るものである．事業所が玄関や人目のつきやすい場

所にこの票を貼ることで，市民に対して Web システ

ムの利活用を促している． 

 

4. 考察 

AED 設置情報提供システム「あいら AED マップ」

は 2010 年 3 月から正式に運用を開始された．2010

年 7 月現在，システムに登録されている AED の設

置台数は，非公開の 8 件を除く 93 件に達している．

一方，厚生労働省が所管する財団法人日本救急医療

財団ホームページ「AED 設置場所検索」によると，

同月に市内で公開されている AED 設置台数は 49 件

である．「AED 設置場所検索」と比べ，筆者らが構

築したシステムでは設置台数が 44 件上回っている．

その理由として，市消防本部がシステムを活用し

AED の設置調査や管理方法の手法を定めたことや，

システムの活用を促す市報や新聞報道などの広報活

動で，設置事業所の AED 設置情報の提供に関する

感心が高まったことが考えられる．他方，市消防本

部による救命講習会では，受講者に対して携帯電話

による設置情報検索の利活用を図る試みも始まった．

したがって，本研究で報告した事例は，自治体が

AED の設置情報を管理し，市民へ情報を提供するシ

ステムとして，一定の活用効果があることが示され

た． 

 

5.今後の課題 

AED には日常の点検や消耗品（電極パッド及びバ

ッテリ）の交換時期の管理は設置事業所に委ねられ

ている．そのため，適切な管理がなされていなかっ

た場合，システムに登録されている AED が緊急時

に使用できないなどの問題が生じる．したがって，

より安全安心な設置情報を提供する観点から，シス

テムに登録される事業所の AED については，管理

状態を適宜，市消防本部に報告し，システムに反映

させる必要がある． 

今後の研究では，これら AED の日常管理に関す

る情報提供の方法について検討する．また，市民ら

の AED 設置情報提供システムに関する導入効果を

検証するため，携帯電話による AED 設置情報検索

システムの使用実態と，使用効果に関する調査研究

を実施する予定である． 

 

補注 

１）姶良市消防本部は 2010 年 3 月に旧姶良町，旧加

治木町，旧蒲生町の合併に伴い発足された．合併

以前は，旧 3 町が構成する姶良郡西部消防組合で

あったが,本稿では合併以前の組織名称について

は姶良市消防本部とし表記した． 
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